ろうきん杯争奪第20回福島県ﾕｰｽ(U-15)サッカー選手権
兼第21回高円宮杯ﾕｰｽ(U-15)サッカー選手権福島県大会実施要項
１．主催       財団法人福島県サッカー協会　東北労働金庫福島県本部
２．共催       福島中央テレビ　福島民友新聞社
３．主管       財団法人福島県サッカー協会第３種委員会
４．後援       福島県　財団法人福島県体育協会　福島市教育委員会
５．期日
（１）　開会式・監督会　7月25日(土)午後２時開会。
　　　　会場　福島市ろうきん会館５F大ホール（福島市立図書館となり）
（２）　１～４回戦（競技時間６０分、延長なしＰＫ）
主審を協会派遣，副審は各チームの帯同審判員で行なう。第４の審判は、置かない。
①１～２回戦４会場　８試合
　8月8日(土)8月9日(日)のどちらかで実施。県内各地区（十六沼使用不可です）
②３回戦　１６試合
　9月5日(土)県内各地区
　会場配分（県北２　ほか４会場８試合）
③４回戦　８試合
　9月 6日(土) 県内各地区
　会場配分（県北２　ほか２会場４試合）
（３）　準々決勝・準決勝（競技時間６０分、延長なしＰＫ）
主審・副審・第４の審判とも協会派遣で行なう。
①準々決勝２会場　４試合　9月12日(土)
　会場　十六沼運動公園
②準決勝１会場　２試合9月13日(日)
　会場　あづま運動公園補助陸上競技場
（４）　決  勝（競技時間７０分、延長２０分・ＰＫ）
主審・副審・第４の審判とも協会派遣で行なう。
　9月23日(水) 1０:３0～　あづま運動公園陸上競技場
６．出場資格
（１）　(財)日本サッカー協会（３種）に，５月３１日までに加盟登録した団体(チーム)であること。なお，(財)日本サッカー協会に登録した女子チームも参加できる。
（２）　第１項の登録加盟団体に，５月３１日までに登録された選手であること。但し，一家転住等の理由により上記期限以降に移籍または追加登録した選手については，当該地区の３種委員長と県３種委員長が認めた場合に参加を認める。
（３）　1994年4月2日以降の出生者であること。
（４）　（財）日本サッカー協会により「クラブ申請」を承認された「クラブ」に所属するチームについては，同一クラブ内の別チームに所属する選手を移籍手続きを行なうことなく本大会に参加させることができる。この場合，同一クラブ内のチームであれば，複数のチームから選手を参加させることも可能とする。なお，本項の適用対象となる選手の年齢は第4種年代とし，第3種およびそれ以上の年代の選手は適用対象外とする。
（５）　選手数が不足しているチームに関しては，（財）日本サッカー協会の規定に基づき，同種別の他チームとの「合同チーム」による大会参加を認めるものとする。
（６）　地区予選から本大会に至るまでに，同一選手が異なるチームへ移籍後，再び同一大会に参加する事はできない。
（７）　(財)日本サッカー協会の女子チームに登録している選手は，在籍中学校のサッカー部員として移籍を行うことなく大会に参加することができる。
７，参加チーム　48チーム(別紙　組合せのとおり)
８．競技方法 
（１）　競技時間は、１回戦～準決勝は、競技時間６０分（延長なしＰＫ）。決勝は競技時間７０分（延長２０分・ＰＫ）とする。
（２）　１チーム選手２５名以内の参加とし，試合毎２０名登録し９名まで交代できる。なお，自由な交代制を適用する。
９．競技規則 
（１）　本年度（財）日本サッカー協会制定の「サッカー競技規則」による。
（２）　選手登録は試合開始30分前迄に行い，所定のメンバー表に先発選手11名，交代選手9名を登録し，選手全員の選手証とともに本部に3部提出する。選手証を提出できない場合や選手証に写真のない選手の出場は認めない。
（３）　外国籍選手の登録は5名迄とし3名までの出場を認める。
（４）　本大会において退場を命じられた選手は，次の1試合に出場できない。違反行為の内容によっては，それ以降の処置を規律委員会において決定する。
（５）　本大会期間中に警告を累積2回受けたものは，次の1試合に出場できない。
（６）　テクニカルエリアは，決勝戦を除き使用しない。
10．審　　判 　　 審判は次のとおり行なう。
（１）　1～4回戦は，主審を協会派遣，副審は各チームの帯同審判員で行なう。第４の審判は、置かない。(※帯同審判員は必ず４級以上であること)
（２）　準々決勝以降は，主審・副審・第４の審判とも協会派遣で行なう。
11．参加申込み及び参加料
（１）　7月20日(月)必着で，次の書類を添付ファイルにして，下記アドレスへ提出すること。
①　エクセルで作成したチームメンバー表（チーム登録用紙）
②　チーム集合写真
＊　提出先　E-mail； fks.nj08@gmail.com　に添付ファイルで送付。
＊　チームメンバー表（チーム登録用紙）を提出後，選手の変更がある場合は，本大会にお
ける最初の試合までに１回限り変更できる。なお，背番号の変更は認めない。
（２）　参加料は，８,０００円とし，8月21日(金)まで，下記口座に振り込む。
	　　東北労働金庫福島支店名義　 「福島県サッカー協会」
　 　 　 　 「普通預金」　 口座番号「３１０６８５０」　 （チーム名で振り込むこと）


12．開会式・監督会議
開会式・監督会議には，各チーム２名（監督１名・キャプテン１名）が，必ず出席する
こと。生徒は制服着用，監督も常識的な服装とする。欠席したチームは大会の参加権を失う。

	
	１，日時・場所　　7月25日(土)福島市ろうきん会館５F大ホール（市立図書館となり）
	

	
	
	

	
	２，日程　　　・監督会　　　　　　午後２時００分より（受付　午後１時３０分より）
　　　　　　　・開会式　　　　　　午後３時００分より（解散　午後４時００分）
　　　　　　　　　　　　　進行　　県北サッカー協会３種委員長　 　　     伊東　廣樹
　１，開式の言葉
　　　　　 　（財）福島県サッカー協会３種委員長　　 市橋　保司
　２，優勝杯・優勝旗返還（前年度優勝チーム）
　　　　　　　 Ｊヴィレッジスポーツクラブ主将
　３，主催共催者挨拶
　　　　　　　（財）福島県サッカー協会長       　　 櫻岡　祐一
　　　　　　　 東北労働金庫福島県本部本部長　　　　 丹治　則雄
　　　  　　　 福島中央テレビ社代表取締役社長　　　 北原　健児
　　　　　　　 福島民友新聞社代表取締役社長         村西　敬生
　４，選手宣誓（県北地区優勝チーム）
　　　　　　　 サッカー部主将
　５，閉式の言葉
　　　  　　　（財）福島県サッカー協会３種委員長　　 市橋　保司
	


13．ユニフォーム
（１）　ユニフォーム（シャツ・ショーツ・ストッキング）については，正の他に副として，正と色彩が異なり判別しやすいユニフォームを参加申込書に記載し，各試合に必ず携行すること（FP・GK用共）。
（２）　シャツの前面・背面に参加申込書に登録した選手番号を付けること。ショーツの選手番号については付けることが望ましい。
（３）　選手番号については1番から25番までの通し番号とする。
（４）　ユニフォームへの広告表示については(財)日本サッカー協会「ユニフォーム規定」に基づき承認された場合のみこれを認める。ただし（財）日本中学校体育連盟加盟チームは連盟規定によりこれを認めない。
（５）　その他の事項については(財)日本サッカー協会ユニフォーム規程に則る。
（６）　チーム登録用紙提出以後のユニフォームの変更は，監督会議に限り認められる。
14．及び日程等の連絡
（１）　組み合わせについては，大会事務局抽選とする。
（２）　大会に関わる連絡は，下記のホームページにて行うので，必ず閲覧し確認すること
ＨＰ：http://www.dab.hi-ho.ne.jp/fks-nj
15．その他 
（１）　チームメンバー表に登録できる人数は，スタッフ5名，選手25名とする。
（２）　チームメンバー表（チーム登録用紙）に変更がある場合は，変更したものを監督会議までに提出する。なお監督会議以降の変更は（選手の変更を除き）認めない。
（３）　試合会場では係りの指示に従い，サッカー関係者としてのマナーに十分心がけること。なお，ベンチ内は禁煙とし，軽装で入ることのないよう注意すること。
（４）　ベンチ入りできる者は登録された選手及びスタッフに限り，必ずビブス等を着用しプレー中の選手と判別をしやすくすること。
（５）　選手は選手証（写真付き・プリクラ不可）を持参し，試合前に本部または審判が確認する。不携帯の選手はその試合に出場できない。
（６）　飲水タイムは，気象状況に応じて会場責任者の判断によって決定する。
（７）　落雷の予兆があった場合は，速やかに活動を中止し，危険性がなくなると判断されるまで安全な場所に避難する。試合の中止は審判員または，本部の判断による。
（８）　試合開始時と終了時には，必ずセレモニー（両チーム選手の握手交換）を行う。
16．問合わせ先　　　齋藤　浩一　
①　携帯電話（平日は午後５時以降のみ）０９０－３６４９－１６６８
②　E-mail（問い合わせ専用，随時対応）sakuraoka-02@ezweb.ne.jp
③　大会に関わる問い合わせは，下記のホームページから行ってもよい。
ＨＰ：http://www.dab.hi-ho.ne.jp/fks-nj　
